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日本専門医機構による新専門医制度に於ける
臨床検査専門医更新基準について

　専門医は、適切な教育を受け、標準的な医療を提供し、患者から信頼さ
れる医師と定義されます。専門医制度では、専門医すべてが持つべき共通
の能力と、各診療領域において備えるべき専門的診療能力とを明確にし、
両者を公正に評価することを本旨としています。
　専門医の更新では、診療に従事していることを示す勤務実態や診療実績
の証明、知識・技能態度が適格であることを証明することが求められま
す。そこで、日本専門医機構（以下機構）による新専門医制度に於ける臨
床検査専門医更新は以下のごとく、(1) 勤務実態の証明、(2) 診療実績の証
明、(3) 講習受講の証明、(4) 更新用試験の合格をもって行います。
　特段の理由のある場合（国内外の研究留学、病気療養、妊娠・出産・育
児、介護、災害被災、管理職就任など）の措置については特別基準１とし
て、専門医の知識・経験を後進の指導にいかす目的で相応の経験を有する
場合の措置については特別基準2として別途記載しました。

　専門医は、適切な教育を受け、標準的な医療を提供し、患者から信頼さ
れる医師と定義されます。専門医制度では、専門医すべてが持つべき共通
の能力と、各診療領域において備えるべき専門的診療能力とを明確にし、
両者を公正に評価することを本旨としています。
　専門医の更新では、診療に従事していることを示す勤務実態や診療実績
の証明、知識・技能態度が適格であることを証明することが求められま
す。そこで、日本専門医機構（以下機構）による新専門医制度に於ける臨
床検査専門医更新は以下のごとく、(1) 勤務実態の証明、(2) 診療実績の証
明、(3) 講習受講をもって行います。
　特段の理由のある場合（国内外の研究留学、病気療養、妊娠・出産・育
児、介護、災害被災、管理職就任など）の措置については特別基準１とし
て、専門医の知識・経験を後進の指導にいかす目的で相応の経験を有する
場合の措置については特別基準2として別途記載しました。

　次項に更新基準について記載します。これらの記載にしたがって、別紙
に示す臨床検査専門医認定更新申請書一式（様式1－１～1－3、別表1～
4）ならびに関連書類を、所定の締め切り（1月末日～2月頃に設定）前
に、所定の更新費用を振り込むとともに、日本臨床検査医学会宛に提出し
てください（下記）。
　更新単位として認められる各種実績は、年度にして直近5年以内に取得
したものです。前出の関連書類提出の締め切りに鑑み、5年前の資格取得
時または更新時～書類提出日までの実績が該当します。実績を重複して使
用することはできません。

　ただし、この基準は、2027年4月1日付更新からの適用となります。
2026年1月1日付更新までは、現行の更新基準が適用されます。
（機構からの要請により、2027年から認定期間の開始日がこれまでの1月
1日から4月1日に変更されますことをご了解ください。）

　次項に更新基準について記載します。これらの記載にしたがって、別紙
に示す臨床検査専門医認定更新申請書一式（様式1－１～1－3、別表1～
4）ならびに関連書類を、日本臨床検査医学会宛に提出してください（下
記）。

　　　項目　　　　　	　　　取得単位
ⅰ）診療実績の証明	　　　最小5単位、最大10単位
ⅱ）専門医共通講習	　　　最小8単位、最大10単位
　　　　　　　　　　　　（このうち8単位は必修講習）
ⅲ）臨床検査領域講習　　	最小20単位
ⅳ）学術業績および　　　 0～15単位
　　診療以外の活動実績	

　　　項目　　　　　	　　　取得単位
ⅰ）診療実績の証明	　　　最小5単位、最大10単位
ⅱ）専門医共通講習	　　　最小3単位、最大10単位
　　　　　　　　　　　　（このうち3単位は必修講習）
ⅲ）臨床検査領域講習　　	最小20単位
ⅳ）学術業績および　　　 0～15単位
　　診療以外の活動実績	

ⅰ）診療実績の証明（最小5単位，最大10単位）
上記②における診療実績の証明の記録提出を自動的に5単位として算定し
ます。
これに加え、同様の算定基準で最大5単位分、診療実績を提出することで
単位追加取得が可能です。
別表1で詳細を確認してください。追加単位の欄に件数（単位数）を記入
いただき、実績のコピーを提出してください。

ⅰ）診療実績の証明（最小5単位，最大10単位）
上記②における診療実績の証明の記録提出を自動的に5単位として算定し
ます。
これに加え、同様の算定基準で最大5単位分、診療実績を提出することで
単位追加取得が可能です。
追加単位の欄に件数（単位数）を記入いただき、実績のコピーを提出して
ください。

日本専門医機構臨床検査専門医更新基準（新旧対照表）



なお、診療実績の証明は、次回の更新までに臨床検査専門医認定試験の筆
記試験を受験し、合格に値する成績を得ることで代用することができま
す。日本臨床検査医学会教育委員会作成のe-learningシステムの受講もこ
の診療実績の証明単位に充当することができます。

また、公的機関での医師免許を元に専門的な業務に従事し、一時的に診療
に従事できない場合は、在籍証明を提出することで更新猶予を得ることが
可能です。
公的機関の一例は下記の通りです。

・国立研究機関、独立行政法人
医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）
日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）
国立感染症研究所等
・行政機関
・国連、国際機関等
・教育機関（医療、福祉、保健、教育）、福祉療育施設
・国防や災害対応に関する公的義務（自衛隊など）

なお、診療実績の証明は、次回の更新までに臨床検査専門医認定試験の筆
記試験を受験し、合格に値する成績を得ることで代用することができま
す。

ⅱ）専門医共通講習
（最小8単位，最大10単位：ただし，必須8項目をそれぞれ1単位以上含む
こと）
すべての基本領域専門医が共通して受講する項目です。専門研修施設群の
いずれかの施設が開催するもの、または臨床検査領域専門医委員会で審議
し、機構によって認められた講習会とします。たとえば、学術集会や地方
会における講習会、地域の医師会が主催する講習会などですが、他の領域
が主催する講習を受講しても、専門医共通講習については単位を算定でき
ます。日本臨床検査医学会または日本臨床検査専門医会の主催する講習会
は日本臨床検査医学会のホームページで確認ください。
   1回の講習は1時間以上とし、1時間の講習受講をもって1単位と算定しま
す。機構等が提供するe-learningによる共通講習についても、受講（確認
テストの合格を含む）を証明できるならば単位として認めることができま
す。また、感染症の蔓延などで対面講習が不可の場合はWebによる講習も
認められますが、この場合は受講時間が厳格に確認されること、確認テス
トでの合格が必要になります。

ⅱ）専門医共通講習
（最小3単位，最大10単位：ただし，必須3項目をそれぞれ1単位以上含む
こと）
すべての基本領域専門医が共通して受講する項目です。専門研修施設群の
いずれかの施設が開催するもの、または臨床検査領域専門医委員会で審議
し、機構によって認められた講習会とします。たとえば、学術集会や地方
会における講習会、地域の医師会が主催する講習会などですが、他の領域
が主催する講習を受講しても、専門医共通講習については単位を算定でき
ます。日本臨床検査医学会または日本臨床検査専門医会の主催する講習会
は日本臨床検査医学会のホームページで確認ください。
   1回の講習は1時間以上とし、1時間の講習受講をもって1単位と算定しま
す。e-learningについても、受講を証明できるならば単位として認めるこ
とができます。

講習会講師については1時間につき最大2単位付与することができます（上
限数制限なし）。更新申請時には別表2に単位数を記入して提出してくだ
さい。
なお、営利団体が主催または共催するセミナー等は原則としてこれに含め
ないことにします。ただし、日本専門医機構認定臨床検査専門医更新資格
審査委員会で審議し、機構によって認められたものについてはこの限りで
はありません。

講習会講師については1時間につき最大2単位付与することができます（上
限数制限なし）。更新申請時には別表2に単位数を記入して提出してくだ
さい。
なお、営利団体が主催または共催するセミナー等は原則としてこれに含め
ないことにします。ただし、臨床検査領域専門医委員会で審議し、機構に
よって認められたものについてはこの限りではありません。



以下に専門医共通講習の対象となる講習会を示します。
1）必修講習A、B（5年間に(1)から(8)まで各１単位以上）
必修講習A
 (1) 医療安全
(2) 感染対策
(3) 医療倫理（臨床倫理、研究倫理、生命倫理を含む）
必修講習B
(4) 医療制度と法律
(5) 地域医療
(6) 医療福祉制度
(7) 医療経済（保険医療等）
(8) 両立支援

2）任意講習C：臨床研究・臨床試験などに関する講習

なお、⑤における多様な地域における診療実績が認定された場合は、必修
講習Bが免除され、共通講習の必須単位は必修講習Aの最小3単位となりま
す。ただしこれは必修講習Bの受講を免除するものであって、5 年間で取
得すべき合計単位（50 単位以上）を軽減するものではありません。

以下に専門医共通講習の対象となる講習会を示します。
①医療安全講習会（必須項目：5年間に1単位以上）
②感染対策講習会（必須項目：5年間に1単位以上）
③医療倫理講習会（必須項目：5年間に1単位以上）
④指導医講習会
⑤保険医講習会
⑥臨床研究/臨床試験講習会
⑦医療事故検討会
⑧医療法制講習会
⑨医療経済（保険医療など）に関する講習会
講習会講師については1時間につき最大2単位付与することができます（上
限数制限なし）。
更新申請時には別表2に単位数を記入して提出してください。

ⅲ）臨床検査領域講習 （最小20単位)
　臨床検査領域において定められた講習会等で取得する単位です。専門医が最新
の知識や技能を身につけるために必要な講習等への参加を目的としています。単
位付与の対象にできる講習会等は日本臨床検査医学会のホームページで確認くだ
さい。更新申請時には別表3に単位数を記入して提出してください。1回の講習は1
時間以上とし、1時間以上2時間未満の講習受講をもって1単位と算定し、2時間以
上のものは2単位と算定してください。
　e-learningについても、受講を証明できるならば単位として認めることができま
す。また、感染症の蔓延などで対面講習が不可の場合はWebによる講習も認めら
れますが、この場合は受講時間が厳格に確認されることが必要になります。
  最小20単位から算定できます。また講習会講師については1時間につき、最大2単
位付与することができます。（上限数制限なし）受講分の単位以外に1単位付与さ
れます。
1日で取得可能な単位数は、共通講習と臨床検査領域講習を合算し総会（学術集
会）は10単位以内、他の関連学会は6単位以内、また2日間以上開催する学会への
参加では、総会（学術集会）は10単位×会期日数単位以内、他の関連学会は6単位
×会期日数単位以内とします。
　なお、営利団体が主催または共催するセミナー等は原則としてこれに含めない
ことにします。（ただし、臨床検査領域専門医委員会日本臨床検査医学会日本専
門医機構認定臨床検査専門医更新資格審査委員会で審議し、機構によって認めら
れたものについてはこの限りではありません。）

ⅲ）臨床検査領域講習 （最小20単位)
　臨床検査領域において定められた講習会等で取得する単位です。専門医が最新
の知識や技能を身につけるために必要な講習等への参加を目的としています。単
位付与の対象にできる講習会等は日本臨床検査医学会のホームページで確認いた
だき、更新申請時には別表3に単位数を記入して提出してください。1回の講習は1
時間以上とし、1時間以上2時間未満の講習受講をもって1単位と算定し、2時間以
上のものは2単位と算定してください。最小20単位から算定できます。また講習会
講師については1時間につき最大2単位付与することができます。（上限数制限な
し）
　なお、営利団体が主催または共催するセミナー等は原則としてこれに含めない
ことにします。（ただし、臨床検査領域専門医委員会で審議し、機構によって認
められたものについてはこの限りではありません）。



ⅳ）学術業績・診療以外の活動実績（最大15単位）
算定可能な単位については、別表4の単位一覧表で確認し、単位数を記入してください。こ
の項目で最大15単位まで取得可能です。
・学術集会参加単位は、 5年間で6単位まで算定可能です。
・学術集会発表については、筆頭発表者に1単位（上限回数制限なし）、指導等を含め最も
貢献度の高い共同発表者（原則として第2発表者）1名に限り1単位を付与します。
・ピアレビューを受けた論文発表は、筆頭著者に2単位、共同著者に1単位（上限単位制限
なし）。
・臨床検査に関する専門書籍の刊行者に、単著で2単位、共著で1単位。臨床検査に関する
総説の筆頭筆者に1単位（商業誌は除く）。
・学術集会等で座長を務めた場合、1単位（上限回数制限なし）。
・領域の専門医委員会が指定する学術雑誌の査読を行った場合1単位（上限回数制限な
し）。
・臨床検査専門医試験委員会より委嘱され認定試験問題を作成した場合1単位（年1回）。
・臨床検査専門医認定試験における試験委員・監督などの業務に携わった場合1単位（年1
回）。
・所属施設の臨床検査関連会議において指導的業務を行った場合1件：0.1単位（上限回数
制限なし）。
・地域施設等での臨床検査部門の査察や指導・啓発活動を行った場合、およびこれに関連
する活動に参加した場合1単位（年1回）。
・専攻医・学生臨床検査に関連するメディカルスタッフ等への教育・指導を行った場合1単
位（年1回）
・校医を1年以上務めた場合2単位（5年間で上限2単位）。
・日本臨床検査医学会推薦による日本医療安全調査機構の医療事故調査制度による外部委
員を務めた場合2単位（1年度につき）。

iv)　学術業績・診療以外の活動実績（最大15単位）
算定可能な単位については、別表4の単位一覧表で確認し、単位数を記入してください。こ
の項目で最大15単位まで取得可能です。
・学術集会参加単位は、 5年間で6単位まで算定可能です。
・学術集会発表については、筆頭発表者に1単位（上限回数制限なし）、指導等を含め最も
貢献度の高い共同発表者（原則として第2発表者）1名に限り1単位を付与します。
・ピアレビューを受けた論文発表は、筆頭著者に2単位、共同著者に1単位（上限単位制限
なし）。
・臨床検査に関する専門書籍の刊行者に、単著で2単位、共著で1単位。臨床検査に関する
総説の筆頭筆者に1単位（商業誌は除く）。
・学術集会等で座長を務めた場合、1単位（上限回数制限なし）。
・領域の専門医委員会が指定する学術雑誌の査読を行った場合、1単位（上限回数制限な
し）。
・専門医試験委員会より委嘱され認定試験問題を作成した場合、1単位（年１回）。
・専門医認定試験における試験委員・監督などの業務に携わった場合、1単位（年１回）。
・所属施設の臨床検査関連会議において指導的業務を行った場合、1件に0.1単位。
・地域施設等での臨床検査部門の査察や指導、啓発活動を行った場合、1単位（年１回）。
・専攻医・学生・メディカルスタッフ等への教育・指導を行った場合、1単位（年１回）
・校医を1年以上務めた場合、2単位（5年間で上限2単位）。
・日本臨床検査医学会推薦による日本医療安全調査機構の医療事故調査制度による外部委
員を務めた場合、2単位（1年度につき）。

④　専門医更新用試験（必須）
更新までの5年間に新たに加わった検査や検査の解釈のうち、専門医とし
て知っておくべき事項につきe-learningシステムによる簡単な確認試験を
行います。試験には更新日以前の決められた期間内に合格する必要があり
ます。
⑤　多様な地域における診療実績
医師は常に専門医として修得しておくべき知識や技量とともに、新たな知見を修得するという自
己研鑽を継続することが求められます。
医学における生涯教育においてはいわゆる「屋根瓦方式」が望ましく、とくに、専門医には後進
の教育という責務もあります。指導医・専門医・専攻医という研修体制の中で、専門医を取得し
た医師が教育にかかわることで、より充実した生涯教育が期待できます。また、こうした教育指
導を通じて、専門医自身の医師としての研鑽においても重要な生涯教育の一つとなり得ます。
医師の生涯教育の一環として、更新1期目（専門医取得後5年間）までは専門医としての資質を十
分生かせる場での研鑽が望まれており、そのうちの最低1年間を臨床検査専門医が比較的少ない
地域（＊注）で勤務することにより、指導医とともに専攻医の教育に当たると同時に、多様な地
域における診療を通じて幅広い経験を積むことにより充実した生涯教育になるものと思われま
す。
ただし、ライフイベントや留学・サブスペシャルティ領域の修得及び地域枠要件による制約によ
り最初の5年間は困難である場合は、その旨日本専門医機構に連絡の上、少なくとも3回目の更新
時（おおむね15年間）までには1年間の地域医療への参加をすることにより自己研鑽を積むこと
を期待します。
上記の多様な地域における診療実績が認定された場合は、③-ii)における共通講習全領域のう
ち、必修講習B:医療制度と法律、地域医療、医療福祉制度、医療経済（保険医療等）、両立支援
の受講を免除します。
なお、専攻医時代に連携プログラム、または、同等の地域における研修をした場合は、その旨日
本専門医機構に連絡（マイページに記載）することで、多様な地域における診療実績と見なしま
す。また、学会専門医から更新した機構専門医も、すでに多様な地域における診療実績と見なし
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